
 

令和 8年度動物愛護図画展実施要領 

１ 目的 

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第４条の規定に基づき、動物愛

護週間（9月 20 日から 26 日まで）における動物愛護啓発行事の一環として、市民に命あるもの

である動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるために実施する。 

 

２ 主催 

豊橋市（保健所生活衛生課） 

 

３ 後援 

豊橋市獣医師会、豊橋市教育委員会 

 

４ 図画の募集 

（１）応募資格 

 豊橋市内の小学校に在籍する児童 

（２）図画のテーマ 

動物に対する愛情や優しさ、命の大切さ、人と動物とのふれあい、人と動物との共生、動物

の正しい飼い方などを表現した図画とする。 

（３）図画の規格等 

① 用  紙 四つ切り画用紙（縦横自由） 

② 色  彩 絵の具又はクレヨン等を用いたもの。 

③ 応募点数 1 人 1 点 

④ 記 名 等 作品裏面右下端にタイトル・学校名・学年・組・氏名（ふりがな）等を記載し

たラベル（様式 1）を添付する。タイトルは必ず記入すること。 

⑤ そ の 他 図画に文字は書き入れないこと。（ポスター不可） 

（４）応募期限 

令和 8年 8月 7日（金）まで 

（５）図画の提出先 

作品は、応募者一覧表（様式２）を添えて、学校ごとに豊橋市役所教育政策課（豊橋市役所

東館 11 階）まで持参すること。 

 

５ 審査 

教育委員会が推薦し、主催者が依頼した審査員の専門的助言を参考に、主催者が審査を実施す

る。 

 

６ 審査結果の発表 

  応募のあった小学校に通知する。 

 

 



 

７ 表彰 

（１）表彰区分 

豊橋市長賞、豊橋市議会議長賞、豊橋市教育委員会賞、日本獣医師会長賞、愛知県獣医師

会長賞、豊橋市獣医師会長賞  各 1 点 

優秀賞 6 点（各学年より 1点ずつ） 

佳作  12 点（各学年より 2点ずつ） 

＊優秀賞と佳作は市長からの表彰となる    計 24 点 

（２）表彰状授与等については入賞者が在籍する小学校を通じて行う。 

 

８ 図画の展示 

   

日時：令和 8年 9月 1日（火）～9月 26 日（土） 

 場所：豊橋市動物愛護センター 

 

９ その他 

（１）応募作品の著作権等は、主催者に帰属するものとする。 

（２）応募者の個人情報は、応募に関する連絡、発表（入賞者の学校名、学年、組、氏名及び

作品を報道機関に資料提供するとともに、市ホームページに掲載予定）、通知及び案内

に用い、これ以外の利用は応募者の承諾無しには行わない。 

（３）氏名等を公表できない場合は審査対象外とする。 

（４）応募作品の返却は、小学校を通じて行う。 



 

 

 

様式１ 


